
右記以外

右記以外

評価部会による個別書面評価期間（約１か月半）
※９月上旬までに事務局へ提出

スーパーグローバル大学創成支援事業
令和２年度中間評価スケジュール

令和元年度
スーパーグローバル大学創成支援プログラム委員会(第２回)

令和２年３月２日（月）１５：３０～１７：３０

（中間評価方法、評価項目等の決定等）

評価部会Ａ（第１回） 評価部会Ｂ（第１回）

７月中旬 ７月中旬

（評価概要説明、書面評価担当の決定等）

評価部会による中間評価結果案作成期間

評価部会Ａ（第２回） 評価部会Ｂ（第２回）

９月下旬（※メール審議） ９月下旬（※メール審議）

　（書面評価の合議、事前質問の決定、
面接評価のスケジュール・実施方法の確認等）

面接評価・評価部会Ａ（第３回） 面接評価・評価部会Ｂ（第３回）

１０月下旬 １０月下旬

（書面評価及び面接評価の合議、現地調査の実施について等）

現地調査が必要と判断された場合

現地調査（１１～１２月）

（右記以外） （現地調査実施対象となった事業）

※１２月上旬までに事務局へ提出
　※現地調査終了１週間後を目途に
　　 事務局へ提出

評価部会Ａ（第４回） 評価部会Ｂ（第４回）

令和２年度
スーパーグローバル大学創成支援プログラム委員会

２月

（中間評価結果の決定）

令和３年１月中旬 令和３年１月中旬

（（現地調査の報告、）中間評価結果案の決定）

事業目的の達成は困難であると判断された場合

評価部会（第５回）　２月頃

評価結果案を大学に開示し、それに対する意見申立ての
機会を設けるとともに、大学から取組の見直しによる計画
の修正の要望もあれば併せて審議し、構想の大幅な縮小
又は中止の必要性等について評価を行う。

文部科学省より大学へ

中間評価実施通知（４月上旬）

書面評価結果の取りまとめ

各大学あて事前質問等通知

中間評価調書の受付

（６月下旬）

報告報告

（必要と判断された場合）

各大学あて現地調査の実施通知

中間評価結果案の取りまとめ

評価部会委員あて書面評価資料の発送

付託
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